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◎基本政策１  子どもたちに輝く未来をつなぐ 
戦略シート（事業計画）
の最新版はこちら

▶  本区の合計特殊出生率は、近年減少傾向が続いています。
▶  令和３年の母子保健法の改正により、出産後１年を経

過しない女子及び乳児を対象として、産後ケア事業の
区市町村における実施が努力義務となりました。また、
４年４月から、一般不妊治療及び生殖補助医療の一部
が保険適用となりました。

▶  国は、令和５年４月にこども家庭庁を創設するととも
に、こども基本法を施行しました。こども未来戦略方針
の加速化プランの中で、2030年代に入るまでのこれか
らの６～７年が、少子化傾向を反転できるかどうかのラ
ストチャンスと述べており、これまで以上に総合的かつ
一体的に取り組んでいくこととしています。

▶  現在の子育て家庭は、以前からの核家族化に加え新型
コロナウイルス感染症の影響によって、より一層地域
とのつながりが薄い生活環境となり、周囲からの支援
を受けることが困難な傾向にあります。さらに、世帯
収入格差やライフスタイルの多様化などの要因もあり、
子育てに心理的な不安を感じている保護者が少なくあ
りません。

▶   出産や育児、産後の体調について、保健師や助産師へ
相談をしたいというニーズは依然として高く、ネウボラ
面接（妊婦全数面接）、乳児全戸訪問事業は、ともに実
施率が80％台になっていますが、３歳児健診まで母子
と会えないケースが一定数あることから、それぞれの
実施率を上げる必要があります。また、気軽に利用で
きる日帰りの産後ケアやレスパイト事業への要望が高
まっています。

▶   区では、妊産婦を対象とした調査に基づき、母乳相談
事業の対象年齢や回数を拡充するとともに、両親学級
については、集合形式を希望する家庭がより多く参加
できるように、体制を拡充するなど、ニーズにあわせ
た支援の拡充を行っています。

▶  子どもや保護者を継続して見守るため、健診事業を含
めた伴走型相談支援事業を進めるとともに、医療機関
や子育て支援施設など、関係機関との連携をより強化
していく必要があります。

・・ ��文京区子育て支援計画（令和２年度～令和６年度）
・・ ��文京区保健医療計画（令和６年度～令和11年度）

①合計特殊出生率と出生数の推移

　区の合計特殊出生率は、都の合計特殊出生率を上回っ
ていますが、近年減少傾向にあります。

②ネウボラ面接及び乳幼児全戸訪問事業の実績

　乳児家庭全戸訪問は、新型コロナウイルス感染症拡大の
影響で令和２年度の実施率が低くなりましたが、３年度以
降、ネウボラ面接及び乳児全戸訪問事業は、ともに実施率
が80％台となっており、高い水準で推移しています。
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資料 ： ぶんきょうの保健衛生等
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資料：ぶんきょうの保健衛生

ネウボラ面接者数 乳児家庭全戸訪問実数
ネウボラ面接実施率 乳児家庭全戸訪問実施率
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  現　状

 関連する主な計画等

 関連データ

 課題解決に向けて取り組むべきこと

妊娠・出産・子育ての 
切れ目ない支援

・・  子育て家庭の不安や悩みを軽減し、子どもの健やかな成長と家庭における健康の維持・増進のため、妊娠・出
産・育児期にわたる切れ目ない支援を継続して行っていく必要があります。

・・  子育て家庭のライフスタイルが多様化する中、各家庭のニーズにあわせ、妊娠から子育てまでの適切な知識・
情報を提供するとともに、気軽に相談できる環境づくりを引き続き行っていく必要があります。

・・  子どもを望む区民が安心して子どもを産み育てられるよう、区民が主体的に健康の維持・増進に取り組むための支
援及び妊娠・出産・育児に関する適切な知識・情報の提供を引き続き行っていく必要があります。

主要課題

No.1

４年後の
目指す姿

●各家庭のニーズに応じたきめ細かな支援
　ネウボラ面接や乳幼児健康診査等の母子保健事業を通じて、出産前後の個別の不安や悩みの軽減を図るととも
に、妊娠期から相談しやすい関係を築き、これまで以上に予防的な支援を強化し、個々の子育て家庭のニーズに
応じた切れ目ないきめ細かな相談支援を行います。

　子どもを望むすべての家庭が、妊娠・出産・子育てに対する理解を深め、地域で安心して子
育てができている。

 計画期間の方向性

 手段（当初事業計画）

事業
番号 計画事業（所管課）

年次計画 令和６年度
事業費（千円）令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

1
ぶんきょうハッピーベイビー
応援事業

［　　　健康推進課　　　］
2,182

2 不妊治療に係る支援
［　　　健康推進課　　　］

20,071

3 文京区版ネウボラ事業
［　保健サービスセンター　］

220,085

4 母親学級・両親学級
［　保健サービスセンター　］

16,422

5 乳児家庭全戸訪問事業
［　保健サービスセンター　］

9,650

6 乳幼児健康診査
［　保健サービスセンター　］

80,313

7 乳幼児家庭支援保健事業
［　保健サービスセンター　］

4,839

▶�▶�妊娠・出産に向けた健康維持や正しい知識の啓発 妊娠・出産に向けた健康維持や正しい知識の啓発 
（啓発冊子、大学祭等でのブース出展、講演会・講座等）（啓発冊子、大学祭等でのブース出展、講演会・講座等）

▶�▶�特定不妊治療費助成事業特定不妊治療費助成事業
▶�▶�不妊治療費（先進医療）助成事業不妊治療費（先進医療）助成事業
▶�▶�特定不妊治療費融資あっせん・利子補給事業特定不妊治療費融資あっせん・利子補給事業
▶�▶�男性不妊検査費助成事業男性不妊検査費助成事業

●妊活相談事業●妊活相談事業
　（不妊症看護認定看護師・臨床心理士等の専門職による個別相談）　（不妊症看護認定看護師・臨床心理士等の専門職による個別相談）

▶�▶�ネウボラ面接（妊婦全数面接）ネウボラ面接（妊婦全数面接）
▶�▶�ネウボラ相談（母子・家族の健康や子育て相談）ネウボラ相談（母子・家族の健康や子育て相談）
▶�▶�宿泊型ショートステイ（宿泊型の母子に対する産後ケア等）宿泊型ショートステイ（宿泊型の母子に対する産後ケア等）
▶�▶�デイサービス型サロン（外来型の母子に対する産後ケア等）デイサービス型サロン（外来型の母子に対する産後ケア等）
▶�▶�母乳相談事業（助産師による母乳相談）母乳相談事業（助産師による母乳相談）
▶�▶�パパママタイム（子育てを始めた親同士の交流）パパママタイム（子育てを始めた親同士の交流）
▶�▶�多胎ピアサポート事業（専門職講座・交流会、保健師等の訪問相談支援）多胎ピアサポート事業（専門職講座・交流会、保健師等の訪問相談支援）

▶�▶�妊婦とそのパートナーを対象に出産・育児を学ぶ機会や交流の場の提供妊婦とそのパートナーを対象に出産・育児を学ぶ機会や交流の場の提供

▶�▶�生後４か月以内の乳児のいる全ての家庭への訪問（保健師・助産師）生後４か月以内の乳児のいる全ての家庭への訪問（保健師・助産師）
▶�▶�発育・栄養・生活環境等の指導・助言（適切なサービスの提供）発育・栄養・生活環境等の指導・助言（適切なサービスの提供）
▶�▶�要支援家庭の早期の把握・支援要支援家庭の早期の把握・支援

▶�▶�子どもの健康状態や成長・発達の診察（４か月～３歳）子どもの健康状態や成長・発達の診察（４か月～３歳）
▶�▶�育児困難感や父母の健康状態の把握、必要なサービス等の周知育児困難感や父母の健康状態の把握、必要なサービス等の周知

▶�▶�乳幼児健康診査における虐待予防等のスクリーニング乳幼児健康診査における虐待予防等のスクリーニング
▶�▶�子育て困難家庭や虐待の危険性のある親子の早期発見子育て困難家庭や虐待の危険性のある親子の早期発見
▶�▶�医療・保健・福祉サービス等、必要な支援との連携医療・保健・福祉サービス等、必要な支援との連携
　（個別相談・集団指導・支援検討会における支援計画作成）　（個別相談・集団指導・支援検討会における支援計画作成）
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